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ハザードマップ



勾配：約11.6度
※看護学部棟前の

坂道：約1.7度



※高さ方向を２倍に強調





ハザード（hazard）

◼危険の原因、危険物、障害物など。

ハザードランプ･･･非常点滅表示灯

ウォーター・ハザード･･･ゴルフコースの障害物（
池）

バイオハザード･･･有害な生物による危険性（生
物災害）



ハザードマップ

◼災害が発生した場合に、災害現象により影響
がおよぶと想定される区域および避難に関す
る情報を地図にまとめたもの。

◼国立国語研究所によれば「災害予測地図」も
しくは「防災地図」と訳される。

災害予測地図 → 災害像を住民に伝える地図

防災地図 → 避難情報・防災対策なども併せて
住民に伝える地図



地震ハザードマップ

8市内全域で震度６弱以上



津波ハザードマップ

9
一部の地域で浸水深５m以上



洪水ハザードマップ

10
浸水域は利根川沿岸に限定



津波浸水想定図

11
ちば情報マップ（https://map.pref.chiba.lg.jp/）



土砂災害警戒区域

12
ちば情報マップ（https://map.pref.chiba.lg.jp/）



ハザードマップの表現方法

１．個別表現型とリスク合算型

２．シナリオ型と確率論型

３．印刷版とWeb版



１．個別表現型とリスク合算型

◼個別表現型･･･起こり得る具体的な災害像（1
つの想定結果）を表現。

◼ リスク合算型･･･様々な想定結果を足し合わ
せて表現。







千葉県北西部地震
（首都直下地震タイプ）

大正型関東地震
（関東大震災タイプ）



リスク合算型（洪水の場合）

◼様々な箇所（おおむね1kmごと）で決壊・破堤
すると想定して計算された浸水深のうち、最
大の浸水深をその地点の浸水深として表示。



利根川洪水浸水想定区域図
（想定最大規模）

19
国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所



リスク合算型（地震の場合）

◼様々な震源で地震が発生すると想定して計
算された震度のうち、最大の震度をその地点
の震度として表示。







２．シナリオ型と確率論型

◼ シナリオ型･･･ある想定（シナリオ）に従って実
際に起こり得る災害の様子を表現（「個別表
現型」に同じ）。

◼確率論型･･･様々な想定結果を用いて、各想
定結果の発生確率も考慮して表現（例「確率
論的地震動予測地図」など）



確率論的地震動予測地図

◼日本とその周辺で発生する全ての地震の位
置・規模・確率に基づいて、地震動の「強さ」・
「期間」・「確率」の関係情報を扱い、各地点
がどの程度の確率でどの程度揺れるのかを
まとめて計算し、その分布を地図で表示。

◼例えば、「今後30年間で震度６弱以上の揺れ
に見舞われる確率」などの分布として表示。



地震ハザードステーション



（2020年版）



３．印刷版とWeb版



銚子市防災ハザードマップ



銚子市WEB版防災ハザードマップ

https://www.city.choshi.chiba.jp/hazardmap/



ハザードマップ作成の義務づけ

◼法的な義務づけ：あり

→ 洪水、土砂災害、津波、地震（努力義務）

◼法的な義務づけ：なし

→ 火山、液状化



重要事項説明の義務づけ

◼ 不動産取引時の「重要事項説明」の際に水害リ
スク情報の説明を義務づけることを通達（2020

年8月28日より施行）。

◼ これまで土砂災害や
津波のリスクは重要
事項説明の項目に
なっているが、水害
リスクは対象になっ
ていなかった。



水防法 第15条3

◼ 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は
、国土交通省令で定めるところにより、市町村地
域防災計画において定められた第一項各号に
掲げる事項を住民、滞在者その他の者（第十五
条の十一において「住民等」という。）に周知させ
るため、これらの事項（次の各号に掲げる区域を
その区域に含む市町村にあっては、それぞれ当
該各号に定める事項を含む。）を記載した印刷
物の配布その他の必要な措置を講じなければな
らない。



土砂災害防止法 第8条3

◼ 警戒区域をその区域に含む市町村の長は、市
町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で
定めるところにより、土砂災害に関する情報の
伝達方法、急傾斜地の崩壊等が発生するおそ
れがある場合における避難施設その他の避難
場所及び避難路その他の避難経路に関する事
項その他警戒区域における円滑な警戒避難を
確保する上で必要な事項を住民等に周知させる
ため、これらの事項を記載した印刷物の配布そ
の他の必要な措置を講じなければならない。



津波防災地域づくりに関する法律
第55条

◼ 警戒区域をその区域に含む市町村の長は、市
町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で
定めるところにより、人的災害を生ずるおそれが
ある津波に関する情報の伝達方法、避難施設そ
の他の避難場所及び避難路その他の避難経路
に関する事項その他警戒区域における円滑な
警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等
に周知させるため、これらの事項を記載した印
刷物の配布その他の必要な措置を講じなけれ
ばならない。



地震防災対策特別措置法 第14

条２

◼ 市町村は、当該市町村において想定される地震災
害の軽減を図るため、当該地域における地震動の
大きさ、津波により浸水する範囲及びその水深並び
に地震災害の程度に関する事項並びに地震災害に
関する情報、予報及び警報の伝達方法、避難場所
その他の地震が発生した時の円滑な避難を確保す
るために必要な事項について、これらを記載した印
刷物の配布その他の必要な措置を講ずることによ
り、住民に周知させるように努めなければならない。
（※努力義務）



想定の引き上げ（1）

◼ 洪水浸水想定（水防法）

→ 導入当初は「50～150年に1回程度」の大雨を
想定していたが、近年の豪雨災害の多発を踏まえ
、2015年の改正で「1000年に1回」である「想定し
うる最大規模の降雨」に条件を厳しくした。

◼ 高潮浸水想定（水防法）

→ 2015年の改正で「1000年に1回」である「想定し
うる最大規模の高潮」した場合を想定するように義
務づけ。



想定の引き上げ（2）

◼津波浸水想定（津波防災地域づくりに関する
法律）

→ 発生頻度は極めて低いものの、発生すれば
甚大な被害をもたらす、「最大クラスの津波」が
沿岸に到達した場合の、浸水の区域（浸水域）
及び水深（浸水深）を設定。



千葉県・高潮浸水想定（浸水深）
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千葉県・高潮浸水想定（継続時間）
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日本列島内の地震危険度を
色で示す「全国地震動予測地図
」を、全国で300万人以上と言わ
れる色覚障がいの人にも分かり
やすく作り直すことを、発行する
政府の地震調査研究推進本部
が23日までに決めた。災害発生
後の情報については気象庁が
同様の取り組みを始めているが
、地震本部は防災に関連する情
報で「色のバリアフリー化」を順
次進める方針。



江戸川区水害ハザードマップ
（2019年5月）





ハザードマップの有効性（1）

◼ 2000年の有珠山（北海道）の噴火では、日本で初

めて既に作成されていた火山防災マップが、避難時
・噴火時の緊急事態に実際に活用された。

◼ 有珠山では、噴火直前に、火山防災マップに記載さ
れている火砕流・火砕サージの危険範囲を避難地
区に指定。

◼ 住民への広報展開の際には火山防災マップにおけ
る記述をそのまま広報文として活用。

◼ 噴火中には、噴火状況の変化に伴い、危険区域の
範囲を随時変更し、避難区域の更新を行った。



ハザードマップの有効性（2）

◼ 1990～1995年の雲仙普賢岳（長崎県）の噴火では

、最初の火砕流が始まった後に火山防災マップが
作成され（1991年）、警戒区域の設定に活用。

◼ 2015年の関東・東北豪雨の際、常総市での鬼怒川

決壊による洪水では、破堤した場所は異なるものの
、浸水の状況は、ほぼハザードマップの通り。

◼ 2018年の平成30年7月豪雨の際、倉敷市真備町の

洪水では、浸水したエリア、浸水深はハザードマップ
とほぼ一致した。
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明治２６年（１８９３年）に起き
た水害で、倉敷市真備町で
は２００人以上が犠牲。

明治２６年大洪水供養塔
（撮影：藤本一雄 2019年7月）

源福寺



津波ハザードマップ（大船渡市）
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撮影：2010年6月5日

撮影：2013年9月22日

東日本大震災：2011年3月11日


